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はじめに 

1-1 七飯町水道ビジョン作成の目的 

厚生労働省は、平成 16年に今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対処

するための具体的な施策及びその方策、工程等を包括的に明示する「水道ビジョン」

を公表しました。その後、水道を取り巻く状況が変化していることや東日本大震災の

経験を踏まえ、平成 25年に「新水道ビジョン」を公表しています。 

「新水道ビジョン」では、今から 50年後、100 年後の将来を見据え、水道の理想像

を明示するとともに、その理想像を具現化するため、今後、当面の間に取り組むべき

事項、方策が提示されています。 

七飯町においても、平成 25年 6月に策定した「七飯町水道ビジョン」に掲げた基本

理念である「蛇口から安心を～信頼される水道を目指して」に基づき、安全性の確保

を第一に、町民の誇りの持てる「ななえ水道」を持続的に安定供給することを目指し

てきました。 

前回の七飯町水道ビジョン策定時より 9 年が経ち、人口減少及び生活様式や都市構

造などの変化により、水需要が減少する中で、水道施設の多くが老朽化し、その更新

が課題となっています。これらの課題に対応していくためにも、七飯町水道事業の現

状と将来見通しを分析・評価した上で、目指すべき将来像を描き、その実現のための

方策等に基づき着実な事業運営を図る必要があります。 

「七飯町水道ビジョン」は、七飯町水道事業の運営に関する方向性及び施策推進の

基本的な考え方を示すものです。 
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1-2 位置付け 

本ビジョンは、七飯町の総合計画である「第 5 次七飯町総合計画（計画期間：平成

28年度～令和 7年度）」を踏まえ、平成 25年に厚生労働省が公表した「新水道ビジョ

ン」で掲げられた「安全」、「強靭」、「持続」の観点から今後の水道事業が目指すべき方

向性と方策を示すものです。 

また、本ビジョンで掲げた個々の施策については、水道を取り巻く社会環境の変化

が生じた場合、適宜見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1-1 七飯町水道ビジョンの位置付け 

図 1-2 水道の理想像 

（出典：厚生労働省．新水道ビジョン，平成 25 年 3月） 

七飯町総合計画
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1-3 計画期間 

本ビジョンの計画期間は、令和 5 年度から令和 14 年度の 10 年間とし、中長期的な

視点に立った目標設定を行います。 

 

 

1-4 七飯町水道ビジョンの構成 

  1 はじめに 

七飯町水道ビジョン作成の目的・位置付け・計画
期間・構成などについて示しています。 

 

1.1 七飯町水道ビジョン作成の目的 

1.2 位置付け 

1.3 計画期間 

1.4 七飯町水道ビジョンの構成 

2 基本理念と理想像 
七飯町水道ビジョンの基本理念や理想像につ
いて示しています。 

3 七飯町水道事業の概要 
七飯町水道事業の概要や給水区域について示
しています。 

4 水道事業の現状評価・課題 

七飯町水道事業の現状を様々な視点から評価
しています。 

 

4.1 水道施設の状況 

4.2 施設の耐震性の評価 

4.3 管路の評価 

4.4 水需要の動向 

4.5 水質の評価 

4.6 配水池容量評価 

4.7 経営分析 

4.8 将来の更新需要の評価 

5 現状分析結果と課題抽出 
現状評価の結果をとりまとめ、七飯町水道事業
の課題を抽出しています。 

6 将来の事業環境 
七飯町水道事業の現状から、将来の事業環境を
予測しています。 

7 今後 10 年間の基本方針 
今後 10 年で具体的にどのような取組みを行う
のかを示しています。 

8 主要施策 
主要施策に対して、具体的な実施内容を示して
います。 

9 ロードマップ 主要施策の実施計画を示しています。 

10 フォローアップ 
七飯町水道ビジョンをどのように進行管理し
ていくかを示しています。 
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基本理念と理想像 

2-1 基本理念 

基本理念とは関係者が取り組みを進めるうえでの共通の目標となるものであり、50

年、100年先を見据えて設定するものです。七飯町水道ビジョンの基本理念は以下のよ

うに掲げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 理想像 

七飯町水道事業の理想像は以下のように掲げました。厚生労働省が「新水道ビジョ

ン」で掲げた「安全」、「強靭」、「持続」の視点に基づいています。 
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七飯町水道事業の概要 

3-1 事業概要及び沿革 

七飯町では平成 27年度までは 1つの上水道事業（七飯上水道事業）と 2つの簡易水

道事業（藤城簡易水道事業、大沼簡易水道事業）を運営していましたが、より継続的に

効率的な施設管理と事業経営を行うため、平成 28年度より 2つの簡易水道事業を上水

道事業へ統合しました。 

令和 3年度末の給水人口は 27,649人、一日最大給水量は 11,560㎥/日であり、七飯

町の全人口に対する普及率は 98.8％、給水区域内人口に対する普及率は 99.0％と高い

普及率を達成している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 内容 

創設年月日 昭和 39 年 3 月 31 日 

認可年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

計画目標年度 平成 38 年度（令和 8 年度） 

給水区域 七飯地区、藤城地区、大沼地区 

計画給水人口 28,000 人 

現在給水人口※ 27,649 人 

計画一日最大給水量 11,410m3/日 

現在一日最大給水量※ 11,560m3/日 
 
※令和 3 年度末 

表 3-1 七飯町水道事業の概要 
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3-2 給水区域図 

七飯町水道事業の給水区域及び施設位置を示します。 

図 3-1 給水区域図と施設位置 
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水道事業の現状評価・課題 

 

目視調査や資料から、施設面や経営面などにおける現況を整理し、評価します。 
 
 

4-1 水道施設の状況 

七飯地区の主要水源である第 1、第 2、第 3水源、大沼地区の軍川第 1水源等は、取

水地点が急こう配の山中にあり、維持管理が困難となっています。上記に挙げた取水

施設は建設から 50年以上の古い施設であり、老朽化が進んでいますが、現状で重大な

損傷のある施設はありません。 

  

写真 4-1 水源へ向かう道中 写真 4-2 七飯地区第 1 水源 

写真 4-3 軍川第 1 水源 

第 章 ４ 
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4-2 施設の耐震性の評価 

令和3年度に策定した七飯町水道事業耐震化計画において簡易的に耐震性を評価し、

耐震化の優先順位を設定しました。また、耐震化の優先順位が高い施設を耐震詳細診

断の対象施設に選定しました。 

  

地
区
名 

No. 施設名 
調査 
対象 
施設 

諸元 七飯町耐震化計画より 

種別 
建設 
年度 

構造 
形式 

容量 
耐震化 
優先順位 

耐震詳細診断
の対象施設 

七
飯
地
区 

1 
1 

大中山着水井 
着水井 土木 1976 RC 造 62 ㎥ 高 ○ 

2 管理棟 建築 1976 RC 造  最低  

2 3 第 1 配水池 配水池 土木 1976 PC 造 1,500 ㎥ 中 ○ 

3 
4 

第 2 配水池 
配水池 土木 1977 PC 造 1,500 ㎥ 中 ○ 

5 管理棟 土木 1977 RC 造  中 ○ 

4 

6 

第 3 配水池 

配水池 土木 1978 PC 造 1,000 ㎥ 中 ○ 

7 管理棟 建築 1978 RC 造  中 ○ 

8 
送水 

ポンプ室 
建築 1995 RC 造  最低  

5 
9 

第 1 減圧槽 
減圧槽 土木 1965 RC 造 111 ㎥ 中 ○ 

10 管理棟 建築 1965 RC 造  低 ○ 

6 11 第 2 減圧槽 減圧槽 土木 1965 RC 造 111 ㎥ 中 ○ 

7 12 第 3 減圧槽 減圧槽 土木 2003 RC 造 44 ㎥ 最低  

藤
城
地
区 

8 
13 

藤城第 1 管理棟 
管理棟 建築 1988 RC 造  最低  

14 ポンプ井 土木 1988 RC 造 26 ㎥ 最低  

9 15 第 1 配水池 配水池 土木 1988 PC 造 486 ㎥ 最低  

10 
16 

第 2 配水池 
配水池 土木 2006 PC 造 358 ㎥ 最低  

17 管理棟 建築 2006 RC 造  最低  

11 

18 

第 3 配水池 

配水池 土木 2006 SUS 造 266 ㎥ 最低  

19 管理棟 建築 2006 SUS 造  最低  

20 水源建屋 建築 2007 SUS 造  最低  

12 
21 

第 4 配水池 
配水池 土木 2008 SUS 造 50 ㎥ 最低  

22 管理棟 建築 2008 SUS 造  最低  

13 23 青葉台減圧槽 減圧槽 土木 1999 RC 造 150 ㎥ 最低  

大
沼
地
区 

14 
24 

大沼管理棟 
管理棟 建築 1984 RC 造  最低  

25 ポンプ井 土木 1984 RC 造 53 ㎥ 低  

15 26 大沼配水池 配水池 土木 1984 PC 造 1,099 ㎥ 最低  

16 
27 

軍川第 1 配水池 
配水池 土木 1983 RC 造 162 ㎥ 最低  

28 管理棟 建築 1983 RC 造  最低  

17 
29 

軍川第 2 配水池 
配水池 土木 2004 RC 造 124 ㎥ 最低  

30 管理棟 土木 2004 RC 造  最低  

18 
31 

東大沼配水池 
配水池 土木 1992 PC 造 477 ㎥ 最低  

32 管理棟 建築 1992 RC 造  最低  

19 
33 

西大沼ポンプ場 
管理棟 建築 1995 RC 造  最低  

34 ポンプ井 土木 1995 RC 造 73 ㎥ 最低  

 

表 4-1 簡易耐震性評価 
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表 4-2 耐震化優先順位の分類 

優先度 内 容 

高 耐震化が必要な施設 

中 
施設の重要度が低く、優先順位の低い施設 

耐震化にあたっては、統廃合も含めた検討が必要 

低 重要度が低いため、耐震診断の実施については、検討を要する 

最低 耐震性が確保されている可能性が高い 
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4-3 管路の評価 

管路の総延長は約 328km です。耐震管であるダクタイル鋳鉄管（GX 形、NS 形、S 形）

と、水道配水用ポリエチレン管は合計約 28km（全体の約 8.5％）となっています。 

多くの管路は、昭和 51 年～昭和 53 年、平成 17 年～平成 20 年の間に集中して布設

されています。 

  

図 4-1 管種別延長 

図 4-2 布設年度別延長 
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管路の更新率は全国平均、北海道平均を超えていましたが、七飯町水道事業が平成

28年度末に藤城、大沼簡易水道事業と統合したことで、管路の総延長が増加し、平成

30年度以降下がっています。 

漏水率は、全国平均、北海道平均より高い傾向にあります。給水管からの漏水の増加

が原因として考えられ、水道事業として行っている老朽化した配水管の更新だけでは

対応しきれず、改善につながらなくなってきています。 

耐震化率は、全国平均、北海道平均より低い値ですが、増加傾向にあり、引き続き対

策を実施していきます。 

 

 

  

図 4-3 管路の更新率（％） 

図 4-4 管路の漏水率（％） 

図 4-5 管路の耐震化率（％） 

※北海道、全国平均は日本水道協会 水道統計より（R3 データ未公開） 
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4-4 水需要の動向 

将来の給水人口及び給水量の推計結果を以下に示します。給水人口の減少に伴い、

給水量も減少する推計結果となっています。 

 

目標年度：令和 14年度 

行政区域内人口：24,590人 

計画給水人口：24,303人 

計画一日平均給水量：8,280ｍ3/日 

計画一日最大給水量：10,140ｍ3/日 

 

 

 

  

図 4-6 給水人口の推計結果 

図 4-7 給水量の推計結果 
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4-5 水質の評価 

七飯町が保有する全ての水源の原水水質は良好であり、浄水は水道法で定められた

水質基準項目（51項目）の基準値を満たしています。しかし、主要施設である大中山

着水井では、大雨時に原水濁度が上昇することがあり、現状の浄水処理では対応でき

ない状況も発生しているため対策が必要です。 

 

 

4-6 配水池容量評価 

現況の配水量に対して、配水池が必要な容量（配水量の 12時間分）を有しているか

評価しました。その結果、七飯地区の配水池は必要な容量を満たしていないことがわ

かりました。対して、藤城地区、大沼地区は十分な容量を有していますが、容量が大き

すぎる場合、残留塩素の適切な維持管理が求められます。 

 

  

地区 名称 有効容量（ｍ3） 
一日最大配水量

（㎥/日） 
滞留時間（h） 評価 

七飯地区 

第 1 配水池 1,500 4,919 7.32 × 

第 2 配水池 1,500 2,139 16.83 〇 

第 3 配水池 1,000 2,524 9.51 △ 

藤城地区 

第 1 配水池 486 580 27.55 〇 

第 2 配水池 358 122 70.48 〇 

第 3 配水池 266 240 26.56 〇 

第 4 配水池 50 8 144.58 〇 

大沼地区 

軍川第１配水池 162 219 17.79 〇 

東大沼配水池 477 69 165.19 〇 

軍川第 2 配水池 124 96 31.13 〇 

大沼配水池 1,099 1,724 15.30 〇 
 
○：滞留時間≧12  △：滞留時間≧8  ×：滞留時間＜8 

表 4-3 配水池容量の評価 
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4-7 経営分析 

ａ）総収支比率 

総収支比率（（総収益 / 総費用）

×100）は、直近 5ヵ年で全て 100％

を超えており、健全な経営状況が維

持されていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

ｂ）給水原価 

給水原価とは、有収水量（給水量

のうち、収入となる水量）1 ㎥あた

りの費用です。 

全国平均、北海道平均を下回って

おり、効率よく給水ができているこ

とがわかります。 

 

 

 

 

ｃ）供給単価 

供給単価とは、有収水量 1 ㎥あた

りの給水収益です。 

全国平均、北海道平均を下回って

おり、比較的安価に給水ができてい

ることがわかります。  

図 4-8 総収支比率（％） 

図 4-9 給水原価（円/㎥） 

図 4-10 供給単価（円/㎥） 

※北海道、全国平均は日本水道協会 水道統計より（R3 データ未公開） 
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ｄ）料金回収率 

料金回収率とは、給水原価に対

する供給単価の割合のことをいい

ます。独立採算制の観点から、

100％以上が望ましいとされてい

ます。 

七飯町の直近 5 年間の料金回収

率の実績は概ね 100％を超えてい

るため、健全な経営であることが

わかります。 

 

 

ｅ）給水収益 

有収水量と供給単価の実績値から、給水収益（有収水量×供給単価）の将来推計をしま

した。七飯町の将来人口は減少すると推計されており、それに伴い有収水量、給水収益も

下がるという推計結果となっています。現状の供給単価が全国平均、北海道平均と比べて

安価であることを鑑み、料金改定を実施し、給水収益を確保する必要があると考えられま

す。 

  

図 4-11 料金回収率（％） 

図 4-12 給水収益の将来推計 
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4-8 将来の更新需要の評価 

水道施設の老朽度の変化を経過年数と法定耐用年数※の関係から、健全度を以下の区

分に分類して評価しました。また、然るべき時期に更新する場合、更新需要がどのく

らいになるか算定しました。 

 

※法定耐用年数：建物などの固定資産の使用できる期間として、法的に定められた年数。 

 

 

 

 

 
 

（注）経年化管路、老朽化管路の判断基準（法定耐用年数のＮ倍）は、当該事業体における、これまでの

管路の使用実績や漏水発生した時期等を考慮して設定する。 
 

 

 

 

 

 

 
(注 1)資産額はデフレータで現在価値化した値を用いる。 

(注 2)経年化資産、老朽化資産の判断基準（法定耐用年数の N 倍）は、当該水道事業における、これまで

の類似資産の使用実績や事故・故障が発生した時期等を考慮して設定する。 

 

 

（出典：厚生労働省．水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き， 

平成 21 年 7 月）  

表 4-4 管路（延長）の健全度による区分の例 

名称 説明 

健全管路延長 経過年数が法定耐用年数以内の管路延長 

経年化管路延長 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の管路延長 

老朽化管路延長 経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた管路延長 

 

名称 説明 

健全資産額 経過年数が法定耐用年数以内の資産額 

経年化資産額 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産額 

老朽化資産額 経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産額 

 

表 4-5 構造物・設備（資産額）の健全度による区分の例 
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ａ）施設・設備 

施設・設備を法定耐用年数で更新する場合、令和 5 年度には既に建設時から法定耐

用年数以上の年数が経過している施設・設備が多くあるため、更新需要が令和 5 年度

に集中しています。また、令和 35年度にも更新需要が増えており、このまま更新しな

い場合、老朽化資産、経年化資産が増加し続けることになります。 

  

図 4-14 更新を行わない場合の施設・設備の健全度 

図 4-13 施設・設備を法定耐用年数で更新した場合の更新需要（地区別） 
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ｂ）管路 

管路を法定耐用年数で更新する場合、令和 5 年度には既に建設時から法定耐用年数

以上の年数が経過している管路が多数（90,000m以上）あるため、令和 5年度に更新需

要が集中しています。これらの管は、健全度の区分から、経年化管路、もしくは老朽化

管路に分類され、このまま更新しない場合、増加する一方となります。 

 

 

 

図 4-15 管路を法定耐用年数で更新する場合の更新需要（口径別） 

図 4-16 更新を行わない場合の管路の健全度 
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現状分析結果と課題抽出 

 

 
表 5-1 水道事業の課題 

 課題 概要 

「
安
全
」
に
関
す
る
課
題 

水源の維持管理体制の確立 
七飯地区の主要水源である第 1、第 2、第 3 水源、大沼
地区の軍川第 1 水源等は、取水地点が急こう配の山中に
あり、維持管理が困難となっています。 

水質管理の徹底 
現状で濁度計や色度計といった水質計が設置されてい
ない施設があります。 

高濁度対策 
大中山着水井は大雨時に原水濁度が上昇してしまうこ
とがあり、現状の浄水フローでは処理できないことが
度々発生しています。 

「
強
靭
」
に
関
す
る
課
題 

耐震診断の実施 

七飯町は配水池の耐震化率が低い状況です。 令和 3 年
度に策定された七飯町水道事業耐震化計画に沿って、計
画的に耐震診断を実施し、的確に耐震性を把握する必要
があります。また必要に応じて耐震補強工事を実施しま
す。 

災害対策の確立 
災害時の電力確保のための対策が必要です。また、災害
時の応急給水の拠点となる施設の整備と、住民への周知
が必要です。 

管路の老朽化対策 
漏水事故発生のリスクが高まることから、老朽化対策の
ための更新を進める必要があります。 

「
持
続
」
に
関
す
る
課
題 

財源の確保 
水需要の減少に伴い、給水収益の減少が予想されます。
それに加えて、今後増加する更新需要に対する事業費の
増加が見込まれるため、財源の確保が必要です。 

更新需要への対応 

今後、施設・設備の老朽化に伴い更新需要が増加してく
る見込みです。アセットマネジメントの適切な実施によ
り、平準化も踏まえて更新需要を把握し、実施可能な更
新計画の検討と更新工事の実施が重要です。 

業務実施体制の確保、技術継承 
今後増大する事業量に対しての職員数の確保と技術継
承していく体制の検討が必要です。 

 

第 章 ５ 
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将来の事業環境 

6-1 外部環境 

 
ａ）水需要の動向 

宅地造成の影響で、近年はやや人口が増加する傾向にありましたが、一時的なもの

であり、将来的には減少傾向となることが想定されます。人口減少に伴い、水需要も

将来的に減少する見込みであり、料金収入の減少や、施設稼働率の低下につながるこ

とが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）施設の効率性低下 

水需要の減少により、将来的に施設利用率や最大稼働率が低下すると予想され、既

存の施設容量が過大となってしまいます。維持管理の観点から、今後は水需要の減少

に合わせて施設の廃止や予備施設への変更を検討していくことが望ましいです。 

 

ｃ）水源環境の動向 

近年、局地的大雨が増えてきています。通常時の原水水質や取水量は、湧水水源、深

井戸水源ともに良好ですが、湧水水源については、大雨の際に濁度が上昇することが

あるため留意が必要です。しかし、主要水源となっている湧水水源のいくつかの施設

は、急こう配の山中にて取水しており、水源施設自体と導水管の維持管理が難しくな

っています。

図 6-1 給水量の推計結果 

第 章 ６ 
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6-2 内部環境 

 

ａ）施設の老朽化 

創設時期より使用している施設や管路も多く、更新時期に差し掛かっており、今後

も更新需要が増加することが見込まれます。管路、機械・電気設備については特に計

画的に更新事業を進める必要があります。 

 

ｂ）資金の確保 

近年、一時的に人口が増加して料金収入が増加した実績がありますが、今後は水需

要の減少に伴い、料金収入も減少することが避けられないと言えます。今後は、施設

の耐震化や更新事業が控えており、事業費の確保のため、料金改定も視野に入れた検

討が必要となってきます。 

 

ｃ）組織体制の維持 

現在の七飯町水道事業の職員数は 6 名で、そのうち 3 分の 1 を占める 2 名が技術職

員です。職員は上下水道課内で異動しているため、数値上は減少しているように見え

ますが、業務を実施している人員は一定となっています。今後は、事業量が増加する

にあたり、職員 1 人あたりの負荷が大きくなることが想定されます。そのため、職員

数を減らさず、維持することが重要となります。 

また、現在施設の管理を七飯管工事業協同組合に委託しております。今後は、組合の

技術力の向上と、将来的に組合内で技術継承できるような体制を構築することを目標

とします。 

 

 

 

 

図 6-2 七飯町水道事業の職員状況 
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今後 10年間の基本方針 

現状分析結果、課題抽出及び将来の事業環境を踏まえ、理想像を実現するために 

今後 10年間で取り組む主要施策を示します。 

 

 

  

図 7-1 理想像と主要施策（施策体系図） 

理想像 主要施策 具体的な内容 

〈安全〉 
安全で 
おいしい水道 

1 水道水質の適切な管理  
水質管理強化のため、水質計が未設置
の施設に水質計を設置します。また、
水質検査体制を引き続き強化します。 

2 浄水設備の導入検討 
主要施設における浄水処理設備の導入
を検討します。 

3 水道施設の効率的な維持管理 
将来的な水需要の減少に合わせた施設
の統廃合やダウンサイジングを検討し
ます。 

〈強靭〉 
災害に強く 
安定した水道 

4 管路の耐震化、更新 
水道管を耐震管へ計画的に更新しま
す。 

5 水道施設の耐震化 
耐震化計画を基に施設の耐震診断を実
施し、必要に応じて耐震補強等を行い
ます。 

6 非常用発電設備の設置 
災害時等における停電対策として、主
要な施設に非常用発電設備の設置を進
めます。 

7 危機管理体制の強化 
災害時の応急給水のため、応急給水拠
点の選定、整備をします。 

〈持続〉 
生活を支え 
安心して使い続
けられる水道 

8 水道事業の財源確保 
健全経営を継続させるために、料金改
定も見据えた財源確保方策を検討しま
す。 

9 水道施設、管路の老朽化対策 水道施設を計画的に更新します。 

10 技術力の確保 
職員数の確保により水道事業の技術力
を確保し続けます。 

11 官民連携事業の有効活用 
窓口対応の民間委託や、小規模管路 DB
の実施を推進してきます。 

12 広域連携の検討 
隣接する事業体との連携方策を検討し
ていきます。 

13 エネルギーの有効活用 
水道施設で省エネルギー型の設備を導
入します。 

14 お客様サービスの充実 窓口サービスの充実を推進します。 

 

第 章 ７ 
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主要施策 

8-1 水道水質の適切な管理 

平成 29年度に水安全計画を策定し、様々なリスクを想定した上で、取水から給水ま

でのすべてを対象として、より安全な水質管理を行っています。 

七飯町の水源は地下水と湧水であり、通常時の水質は良好ですが、大雨時の原水濁

度の上昇等、万が一の事態を考え、水質計が未設置の配水池には水質計を設置します。

また、定期的に行っている水質検査についても引き続き実施体制を強化していきます。 

 
 
 
 

常時水質を監視することができるため、いつでも安心して飲用できる良質な水道水

をお届けできます。 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

水質計の設置 
七飯地区第 3 配水池、大沼配水池に水質計を設置し、中央監
視設備の改良を行います。 

 
目標管理 

指標名 令和 4 年度末 令和 14 年度末 

水質計の設置の有無 
七飯地区第 3 配水池 無 
大沼配水池 無 

七飯地区第 3 配水池 有 
大沼配水池 有 

 

写真 8-1 七飯地区第 3 配水池 写真 8-2 大沼配水池 

第 章 ８ 
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8-2 浄水設備の導入検討 

主要施設である大中山着水井において、大雨時に原水濁度が上昇してしまうことがあ

り、現状の浄水フローでは処理できないことが度々発生しています。現在は、大雨など

により原水の濁度及び色度が水質基準を超過した際は、下流の配水池への送水を停止す

ることで、給水水質に影響が無いように対応しています。 

それ以外にも、クリプトスポリジウム対策等、さらなる安全性向上のため、浄水処理

設備の導入を検討します。 

 

 

大雨時にも原水を十分に処理することができるため、安心して飲用できる良質な水

道水をお届けできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

主要施策 取り組み内容 

大中山着水井へ浄水施設
の導入 

主要施設である大中山着水井において、クリプトスポリジウ
ム対策等、さらなる安全性向上のため、浄水処理設備の導入
を検討します。 

 

具体的な内容 

写真 8-3 大中山着水井 
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8-3 水道施設の効率的な維持管理 

藤城地区、大沼地区の配水池は配水量に対して容量が大きい傾向にあり、加えて給

水量が減少傾向にあります。また、七飯地区の主要水源である第 1、第 2、第 3 水源、

大沼地区の軍川第 1 水源等は、取水地点が急こう配の山中にあり、維持管理が困難と

なっています。そのため、将来の水需要に合わせた施設の統廃合やダウンサイジング

を検討し、維持管理の効率化や施設更新費用の低減につなげます。効率的な維持管理

により、さらなる安全な水道を目指します。 

 

 

ダウンサイジングすることで需要に対して過大であった施設容量が減少し、効率の

よい施設となります。また、統廃合で施設数が減ることで、更新に要する事業費を削

減でき、また維持管理が効率化されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

施設の統廃合やダウンサ
イジングを検討 

将来的な水需要の減少に合わせて、施設の容量や運用を見直
していきます。 

 

写真 8-4 山中にある軍川第 1 水源 
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8-4 管路の耐震化、更新 

七飯町に布設されている管路のうち、耐震管が占める割合は 1 割未満です。また、

現在までに耐用年数を超過している管路も多数あり、漏水率も全国平均、北海道平均

より高い状況にあります。 

それらの状況を改善するため、令和 3 年度に策定した七飯町水道事業耐震化計画を

基に、布設年が古く地震の被害が発生する可能性が高い管路から耐震管へ更新します。

管路更新は毎年 3.0kmもしくは事業費 3.0億円分を目標に実施していきます。 

 

 
 

災害時においても水道管路への被害を最小限に抑えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震管とは、想定される地震動において、管路自体の破損や継手の離脱等が起こり

づらい管です。 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

耐震性のある水道管へ更新 
七飯町水道事業耐震化計画を基に、毎年 3.0km もしくは事業
費 3.0 億円分実施します。 

 
 

図 8-1 耐震管のイメージ 

目標管理 

指標名 令和 2 年度末 令和 12 年度末 

全管路の耐震化率 10.8％ 20.3％ 
 

※目標年度と目標値は耐震化計画から引用しています。 
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8-5 水道施設の耐震化 

七飯町の重要な水道施設には、建設から長い年月が経っており、耐震性が低いと予

想される施設があります。それらの施設について七飯町水道事業耐震化計画で耐震化

の優先順位を設定しました。その結果を基に、施設の耐震診断を実施し、必要に応じ

て耐震補強等を実施します。 

 

 

災害時においても水道施設への被害を最小限に抑えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

水道施設の耐震診断の実施 
七飯町水道事業耐震化計画を基に耐震診断を行い、必要に応
じて耐震補強を実施します。 

 

目標管理 

指標名 令和 4 年度末 令和 14 年度末 

浄水施設の耐震化率 2％ 71％ 

配水池、減圧槽の耐震化率 4％ 61％ 

ポンプ井の耐震化率 0％ 29％ 
 

※耐震化計画から引用しています。 

図 8-2 コンクリート増打ち工法による補強例 
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8-6 非常用発電設備の設置 

災害時等における停電対策として、主要な施設に非常用発電設備の設置を進めてい

きます。 

 

 

地震等の災害時においても、停電することなく水道施設が稼働します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

非常用発電設備の設置 
七飯第 2 配水池、七飯第 3 配水池、藤城第 1 配水池、藤城第
2 配水池に非常用発電設備を設置します。 

 

目標管理 

指標名 令和 4 年度末 令和 14 年度末 

非常用発電設備の設置 

七飯第 2 配水池 無 

七飯第 3 配水池 無 

藤城第 1 配水池 無 

藤城第 3 配水池 無 

七飯第 2 配水池 有 

七飯第 3 配水池 有 

藤城第 1 配水池 有 

藤城第 3 配水池 有 

 

写真 8-5 軍川第 1 配水池管理棟の発電設備 
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8-7 危機管理体制の強化 

災害時には、給水車の稼働や、配水池で拠点給水といった応急給水を実施すること

になります。そのため、今ある配水池の中から緊急時に応急給水拠点となる施設を選

定し、各拠点には資機材を整備して、住民の皆様が利用できるようにします。 

また、既に整備済みである緊急時対応のための応急給水マニュアルは、状況に合わ

せた改定を行います。 

 

 

災害時における応急給水を確実に速やかに行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

応急給水拠点の選定、整備 

応急給水拠点となる配水施設を選定します。 
給水袋やポリタンクといった資機材を応急給水拠点に整備
します。町のホームページ等を活用して、応急給水拠点等の
情報提供に努めます。 

応急給水マニュアルの改訂 緊急時対応のための応急給水マニュアルを改訂します。 

 

目標管理 

指標名 令和 4 年度末 令和 14 年度末 

応急給水拠点の整備 未整備 整備済 

応急給水マニュアル
の改訂 

整備済 改定済 

 

（出典：日本水道協会．地震等緊急時対応の手引き，2020） 

写真 8-6 給水袋（リュック型） 写真 8-7 ポリタンク 
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8-8 水道事業の財源確保 

今後、人口が減少し、給水収益が減少していく中で、七飯町の水道施設の更新費用は

増大する見込みとなっています。このような状況で、健全経営を継続させるために、

料金改定も見据えた財源確保方策を検討します。 

水道事業の経営目標として、単年度黒字を目指し、総収支比率を 100%以上に保ちま

す。また、補填財源を約 5.0億円確保します。 

 

 

安全な水道水を安定供給できる健全な経営が維持されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

経営状況の維持 
健全経営を継続させるために、料金改定も見据えた財源確保
方策を検討します。 

 

指標名 令和 3 年度末 令和 14 年度末 

総収支比率 115％ 100％以上 

補填財源 5.8 億円 5.0 億円以上 

 

目標管理 

図 8-3 補填財源残高の実績値 
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8-9 水道施設、管路の老朽化対策 

七飯町は、法定耐用年数を超過している管路の割合は全国平均（参考：日本水道協会．水

道統計）より低いですが、年々増加しており、また漏水率は全国平均より高い状況です。

また、施設においても更新時期を迎えるものが今後増加してくるため、計画的に施設更新

事業を推進します。 

 

 

 

老朽化による漏水等の被害が生じる確率が低くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

水道施設の計画的な更新 
七飯町水道事業耐震化計画等を基に優先順位をつけて計画的
に施設の更新を進めます。 

管路の計画的な更新 
七飯町水道事業耐震化計画を基に、毎年 3.0km もしくは事業
費 3.0 億円分の管路更新を計画的に実施します。 

 

目標管理 

指標名 令和 3 年度 令和 14 年度 

１年間の更新延長 1.17 ㎞ 
3.0 ㎞ 

もしくは事業費 3.0 億円分 

 

写真 8-8 老朽管布設替え工事の様子 
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8-10 技術力の確保 

七飯町水道事業の職員数は 6 名で、そのうち 2 名が技術職員となっており、少人数

で運営しています。今後増加する更新事業や技術継承などを見越して、職員数を一定

に保つ、また経験豊富な職員を確保する等、水道事業の組織体制を維持する必要があ

ります。 

 

 

将来にわたって安全な水をお届けできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

職員数の確保 職員数を一定に保ちます。 

技術継承の実施 水道事業内で技術継承ができる体制を確立していきます。 

 

目標管理 

指標名 令和 3 年度 令和 14 年度 

水道事業の職員数 6 名 現状の水準維持 

 

写真 8-9 職員の給水訓練 
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8-11 官民連携事業の有効活用 

現在、官民連携事業として七飯管工事業協同組合に水道施設の維持管理などの委託

を実施しています。また、令和 5 年度から窓口対応の委託化による住民サービスの向

上及びコスト削減を進めていきます。 

今後は、配水管布設工事における小規模簡易 DB の実施を推進し、その他にも PPP・

PFI等事業の実施を検討します。 

DB（Design：設計、Build：施工）とは、設計と施工を一括で発注する方式であり、

中でも小規模簡易 DBとは、地元工事会社との連携を深めることで管路工事を効率化す

る方式です。今まで町の職員が行っていた一部の設計業務を簡略化して発注すること

ができ、職員の負担の軽減のみでなく、工事発注作業の迅速化、地元企業の技術力の

向上、最終的には設計委託業務費用の削減といった効果が期待できます。 

PPP 事業とは、官民のパートナーシップによる公共サービスの提供手法のことであり、

PFI 事業とはそのうちの一つの手法です。PFI 事業とは、民間事業者の資金とノウハウを

活用して、公共施設の設計、建設、維持管理などの業務全般を包括的に実施する方式です。 

 

 

職員の負担の軽減、工事発注作業の迅速化、地元企業の技術力の向上、設計委託業務

費用の削減といった効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

具体的な内容 

主要施策 取り組み内容 

官民連携の推進 
小規模簡易 DB を実施します。 
窓口対応を民間委託化します。 

 

(出典：令和元年度厚生労働省告示第 135号 水道の基盤を強化するための基本的な方針より抜粋) 

第６ その他水道の基盤の強化に関する重要事項 

１ 官民連携の推進 

 官民連携は、水道施設の適切な維持管理及び計画的な更新やサービス水準等の向上はもとより、水道事業

等の運営に必要な人材の確保、ひいては官民における技術水準の向上に資するものであり、水道の基盤の強

化を図る上での有効な選択肢の一つである。 

 官民連携については、個別の業務を委託する形のほか、法第二十四条の三の規定に基づく水道の管理に関

する技術上の業務の全部又は一部の委託（以下「第三者委託」という。）、法第二十四条の四に規定する水道

施設運営等事業など、様々な形態が存在することから、官民連携の活用の目的を明確化した上で、地域の実

情に応じ、適切な形態の官民連携を実施することが重要である。 

 このため、水道事業者等においては、以下に掲げる取組を推進することが重要である。 

 ⑴水道の基盤の強化を目的として官民連携をいかに活用していくかを明確化した上で、水道事業等の基盤

強化に資するものとして、適切な形態の官民連携を実施すること。 

 ⑵第三者委託及び水道施設運営等事業を実施する場合においては、法第十五条に規定する給水義務を果た

す観点から、あらかじめ民間事業者との責任分担を明確化した上で、民間事業者に対する適切な監視・

監督に必要な体制を整備するとともに、災害時等も想定しつつ、訓練の実施やマニュアルの整備等、具

体的かつ確実な対応方策を検討した上で実施すること。 

国は、引き続き、水道事業者等が、地域の実情に応じ、適切な形態の官民連携を実施できるよう、検討に

当たり必要な情報や好事例、留意すべき事項等を情報提供するなど、技術的な援助を行うことが重要であ

る。その際、国は、必要に応じて、水道事業者等の行う官民連携の導入に向けた検討に対して財政的な援助

を行うものとする。 
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8-12 広域連携の検討 

日本水道協会北海道支部道西地区協議会において、水道の抱える諸問題について情

報交換や研究討議を行うとともに、北海道が令和 5 年に策定した「北海道水道広域化

推進プラン」等を参考に、近隣の事業体との連携方策を検討していきます。 

広域化とは、複数の水道事業が事業統合や、事業の管理の全部または一部を一体的

に行うことで、給水サービスの高度化や、財政基盤及び技術基盤の強化を図ることを

いいます。 

 

 

 

広域化により効率のよい事業運営ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

主要施策 取り組み内容 

広域化の検討の推進 近隣市町と広域化の検討を進めます。 

 

表 8.1 水道広域化の類型 

（出典：総務省・厚生労働省．水道広域化推進プラン策定マニュアル，平成 31 年 3 月） 

具体的な内容 
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8-13 エネルギーの有効利用 

エネルギーの有効利用のため、設備の更新の際に水道施設で省エネルギー型の設備

を導入します。省エネ設備の例として、インバータ、高効率ポンプ等があり、また再生

可能エネルギーの利用として、小水力発電設備等が考えられます。 

また、現状の電力を使用しない自然流下配水を中心とした水道システムを継続します。 

 

 

 

 

省エネルギー化により環境負荷の少ない事業運営ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果 

図 8-4 モータの効率及び損失低減率 

 

（出典：一般社団法人日本電機工業会ホームページ） 

主要施策 取り組み内容 

省エネルギー型設備の導入 水道施設に省エネルギー型設備を導入します。 

 

具体的な内容 
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8-14 お客様サービスの充実 

現在、水道料金の支払いに、コンビニ、クレジットカード支払い等が利用可能となっ

ています。また、町ホームページでは水質検査結果や水道事業経営戦略の概要版を公

開しています。引き続き、支払い方法とホームページの充実に注力します。 

また、令和 5 年度より、窓口対応の委託化を進めており、より分かりやすく親しみ

やすい形でお客様がご利用できるよう取り組んでおります。 

 

 

 

お客様サービスを充実させることで、よりよい水道事業となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果 

主要施策 取り組み内容 

お客様サービスの充実 窓口対応の委託化を進めます。 

 

具体的な内容 

図 8-5 七飯町ホームページ 
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ロードマップ 

主要施策の実施時期を示します。 

  

図 9-1 ロードマップ 

第 章 ９ 

計画年度

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

＜持続＞　施策案

＜強靭＞　施策案

 2. 水道施設の耐震化

 2. 浄水設備の導入検討

 3. 非常用発電設備の設置

 3. 水道施設の効率的な維持管理

 1. 管路の耐震化、更新

 1. 水道水質の適切な管理

＜安全＞　施策案

 5. 広域連携の検討

 6. エネルギーの有効利用

 4. 危機管理体制の強化

 1. 水道事業の財源確保

 3. 技術力の確保

 4. 官民連携事業の有効活用

 2. 水道施設、管路の老朽化対策

 7. お客様サービスの充実

耐震診断

補強設計・工事

管路、機電計装更新

減圧槽更新工事1

減圧槽更新工事2
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フォローアップ 

「七飯町水道ビジョン」では、七飯町の水道事業を取り巻く環境を把握し、将来の事

業環境の変化を予測したうえで、50年後、100年後の水道事業のあるべき姿を見据え、

水道事業の方向性と施策推進の基本的な考え方及び今後 10 年間に取り組むべき具体

的な施策を示しました。本ビジョンで示した施策を確実に実施していくために、以下

に示すフォローアップを実施します。 

 

①本水道ビジョンの目標の達成状況、進捗状況を定期的に公表します。 

②PDCAサイクルに基づき、継続的に改善を図りながら、効果的・効率的に事業を運営

します。 

③事業環境の変化や進捗状況に応じて対策を見直すために、5 年経過後に本水道ビジ

ョンを見直します。 

 

 

 

図 10-1 七飯町水道ビジョンの PDCA サイクル 

❙計画作成

❙目標策定
従来の実績や将来の予測等をもとに、計画を策定します。Plan

❙計画実行

❙管理運営
計画に従って、事業を実行します。Do

❙要因分析

❙効果実証
実行している事業が、計画に沿っているか確認し、効果を上げ
ているか評価します。Check

❙計画見直

❙改善計画
計画に沿っていない場合、対応方法を検討し、改善を図ります。Action

第 章 10 



 

 

 


